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地方獣医師会会長 各位 

 

  社団法人 日本獣医師会 

専務理事 矢 ケ 崎 忠 夫 

 

 

原発事故を踏まえた家畜の飼養管理について 

【家畜／家きん用（牛以外）】の周知徹底について 

 

このことについて、平成 23 年７月 26 日付け事務連絡をもって、農林

水産省生産局畜産部畜産振興課課長補佐（技術第２班）から別添写しの

とおり通知がありましたので、貴会関係者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、原発事故後収集した稲わらを給餌されてい

た等、飼養管理が適切でなかったと考えられる食肉として出荷した牛か

ら食品衛生法の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されている

ことから、これまで大気中の放射線量が通常よりも高いレベルで検出さ

れた地域などにおいて適正な飼養管理について周知してきたが、今般、

牛以外の食用に供される家畜についても、安全な畜産物を生産するため、

生産者の方への適正な飼養管理の周知とその徹底を依頼しているので、

別添通知について本会会員各位への周知を依頼されたものです。 

 

本件のお問合わせ先 

 事業担当：長野 

 TEL 03－3475－1601 
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